
令和 7（2025）年度・学芸員実習生募集要項 

 

1. 実習場所 

 

名称：下川町ふるさと交流館 （及び付属施設 札天山収蔵館 他） 

場所：北海道上川郡下川町西町 1026 番地 他 

 

2. 実習期間 

 

令和 7(2025)年 8 月 9 日(土)～8 月 17 日(日)で 12(火)を除く期間を 1日以上含むこと 

期間を分割する場合、11月 28 日(金)までで計 5日間以上を満たすこと 

 

* 文 化 庁 「 博 物 館 実 習 ガ イ ド ラ イ ン 」 令 和 6 年 6 月 (https://museum.bunka.go.jp/wp-

content/uploads/2024/07/8c784f1fc8957baad2498653b333f034.pdf)においては 30時間 ・計 5日以上が

実習時間の標準的要件である。実習必要時間数は大学の規定で確認し、申請時に相談 

 

*実習期間の分割は妨げない(但し移動交通費は自己負担) 

*所属大学における当年度中の単位認定に間に合う実習日程で相談すること 

 

実習日程の例(期間を分割しない場合)： 

 A) 計 5 日間・30-34 時間 

8/6(水) 移動・午後よりガイダンス(3-4 時間) 

   8/7(木)-8(金)  資料整理/調査や巡検・フィールド調査、展示制作実習など(各 8時間) 

   8/9(土) 来館・イベント対応など(8 時間) 

   8/10(日) 午前にまとめ(3-4 時間)、移動 

 

B) 計 5 日間・30 時間 

8/16(土) 移動・16 時よりガイダンス(2 時間) 

   8/17(日) 来館・イベント対応など(8 時間) 

   8/18(月)-19(火) 資料整理/調査や巡検・フィールド調査、展示制作実習など(各 8時間) 

   8/20(水)  まとめ(4時間)、午後以降移動 

 

 

3. 対象 

 以下の全ての条件を満たす者とします。 

  ・博物館法施行規則第 1条の規程に基づく博物館実習以外の必要科目の単位を修得済み又は本年度に 

修得見込みの者 

 ・当館での実習を希望し、現在在籍する大学又は大学院が推薦する者 

 ・相談し確定した所定の実習期間の全日程について出席可能な者 

 ・大学又は大学院を卒業後、学芸員や教育に関わる業務に従事することを希望している者 



 

4. 実習内容 

 ・歴史・民俗、自然分野の資料収集・整理・梱包・運搬など 

 ・来館者対応 

 ・希望により、資料調査及び展示制作、近隣のフィールドからの採集、巡見・調査など（応相談） 

  

 

5. 服装 

 ・長ズボン(ジーンズ不可)・襟付きのシャツかポロシャツ、華美でない運動靴(スニーカー) 

 ・汚れてもよい服装の着替えを準備すること（町内にコインランドリーは有） 

   

6. その他 

  ・宿泊先の確保については、早めに相談してください。町内にはビジネスホテルの他、実習生が複数 

いる場合のコテージ予約は申込時期によります。 

  ・実習中の食事は、町内で購入の上、各自で準備すること。滞在中はレンタサイクルの利用が便利で 

  す 

  ・実習生が複数いる特定日のみ、旭川空港との送迎を検討しますが、基本的に交通機関の利用を想定 

してください。名寄駅から下川町へのバスがあります。 

・自家用車での通勤は可能です。実習の申し込み時に合わせてその旨連絡して下さい。 

 ・当館への通勤/帰宅中の事故等および自家用車で来館した場合の駐車中の破損などについての責任 

は一切負いません。 

 ・実習中の保険については、対物/対人保険を含め大学もしくは学生の方で加入してください。 

 ・実習終了後の守秘義務遵守の誓約書をご提出いただきます。 

 ・詳細については直接お電話でお問い合わせください。 

 

 

<<申込方法等について>> 

 

申込方法： 

  ・各大学の学芸員実習担当者を通してお申し込み下さい。 

   お申し込みされた場合には、下記の＜個人情報の取扱について＞にご同意いただいたこととして 

取り扱います。 

 

 

募集期間 

 令和 7(2025)年 6月 16 日(月)～令和 7年(2025)年 7月 31 日(木) 

 

実習費用： 5,000 円程度 

 

その他 ：受付後の学芸員実習に係わる事務手続きは、基本的には大学の実習事務担当部署の担当者様を



通して行います。 

   ただし、受講生が直接手続きをする必要がある場合には別途ご相談下さい。 

 

受付担当： 

  下川町教育委員会 ふるさと交流館 佐藤 

(教育委員会より取次)  TEL: 01655-4-2511 

 

＜個人情報の取り扱いについて＞ 

 

 学芸員実習のお申し込みで提供していただいた個人情報につきましては、以下の通り、取り扱います。 

 実習生や大学との連絡や実習の運営でのみ利用し、その他の目的では利用いたしません。 

ただし、実習生及び大学の実習事務担当者の承諾がある場合や、法令等により提供が義務付けられて

いる場合を除きます。 

 

＜下川町について＞ 

下川町は、北海道の北部に位置し、旭川市から車で約 90 分、隣町の名寄市から東へ約 20分の場所に

位置しています。町の面積は、644.54 ㎢であり、その約 9割が森林で覆われ、豊かな自然環境に恵ま

れた町です。 

 

 

 

 

 

 

下川町 

東京→旭川空港  1 時間 40 分 

旭川空港→下川町 1 時間 45 分 


